
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

二
九
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
件

二
九
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

二
九
二

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件

二
九
二

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

二
九
三

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

二
九
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
二
件

二
九
四

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所

有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
七
件

二
九
四

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

二
九
六

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二
九
六

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二
九
七

○
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

二
九
七

公

告

○
調
理
師
試
験
を
実
施
す
る
件

二
九
八

○
製
菓
衛
生
師
試
験
を
実
施
す
る
件

二
九
八

告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居

宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防

支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

か
ぼ
ち
ゃ
薬

会
津
若
松
市

松
下

敦

会
津
若
松
市
米
代

平
成
三
〇
年

居
宅
療
養

局
飯
寺
店

門
田
町
飯
寺

二
丁
目
二
―
一
九

三
月
一
四
日

管
理
指
導

村
東
六
一

介
護
予

六
―
二
五

防
居
宅
療

養
管
理
指

導
（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事

業

所

の

名

称

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
所
在
地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

変

更

前

変

更

後

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

東
白
川
郡
塙
町
伊

社
会
福
祉

茨
城
県
常
陸
太
田

ム
ユ
ー
ハ
イ
ム
は

ム
藤
井
ハ
イ
ム
は

香
字
中
妻
二
四
一
―

法
人
誠
慈

市
新
宿
町
一
四
二

な
わ

な
わ

一

会

七
―
三

ユ
ー
ハ
イ
ム
居
宅

藤
井
ハ
イ
ム
居
宅

同

同

同

介
護
支
援
事
業
所

介
護
支
援
事
業
所

───────────────────────────────────────────────────────────
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ユ
ー
ハ
イ
ム
や
み

藤
井
ハ
イ
ム
や
み

東
白
川
郡
塙
町
伊

同

同

ぞ
訪
問
介
護
事
業

ぞ
訪
問
介
護
事
業

香
字
中
妻
二
九
三

所

所

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

東
白
川
郡
塙
町
伊

同

同

ン
タ
ー
ユ
ー
ハ
イ

ン
タ
ー
藤
井
ハ
イ

香
字
中
妻
二
四
一
―

ム
は
な
わ

ム
は
な
わ

一

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事

業

所

の

所

在

地

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
名
称

名

称

事
務
所
の
所
在
地

変

更

前

変

更

後

ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

会
津
若
松
市
栄
町

会
津
若
松
市
大
町

特
定
非
営

い
わ
き
市
中
央
台

ン
蓮

二
―
一
四

レ
オ

一
―
七
―
一
二

利
活
動
法

高
久
二
丁
目
二
六
―

ク
ラ
ブ
ガ
ー
デ
ン

キ
ャ
ッ
ス
ル
マ
ン

人
い
わ
き

四

ス
ク
エ
ア
５
Ｆ
会

シ
ョ
ン
会
津
若
松

自
立
生
活

津
若
松
市
ビ
ジ
ネ

一
〇
一
号
室

セ
ン
タ
ー

ス
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
ス
ペ
ー

ス
４

社
会
福
祉
法
人
矢

東
白
川
郡
矢
祭
町

東
白
川
郡
矢
祭
町

社
会
福
祉

東
白
川
郡
矢
祭
町

祭
町
社
会
福
祉
協

東
舘
字
南
沢
二
五
―

小
田
川
字
春
田
一

法
人
矢
祭

中
石
井
字
御
殿
川

議
会

二

六
―
一

町
社
会
福

原
一

祉
協
議
会

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

査

場

所

大
沼
郡
会
津
美

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法

六
月
二
六
日

会
津
美
里
町
新
鶴

里
町

施
行
令
（
平
成
五
年
政
令

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

公
民
館

第
三
二
九
号
）
第
五
条
第

午
後
四
時
ま
で

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

六
月
二
七
日

会
津
美
里
町
高
田

じ
。
）
、
分
銅
及
び
お
も

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

体
育
館

り

午
前
一
二
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

六
月
二
八
日

会
津
美
里
町
役
場

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

本
郷
庁
舎

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で

同

郡
昭
和
村

七
月
三
日

昭
和
村
公
民
館

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

午
後
四
時
ま
で

同

郡
金
山
町

七
月
四
日

大
塩
地
区
体
育
館

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で
同

金
山
町
役
場

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

午
後
四
時
ま
で

河
沼
郡
柳
津
町

七
月
五
日

柳
津
町
役
場

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で

大
沼
郡
三
島
町

同

三
島
町
役
場

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

午
後
二
時
三
〇
分
ま
で

同

三
島
町
西
方
ふ
る

午
後
三
時
か
ら

さ
と
セ
ン
タ
ー

午
後
四
時
ま
で

耶
麻
郡
西
会
津

七
月
一
〇
日

旧
奥
川
小
学
校

町

午
後
二
時
か
ら

弥
平
四
郎
分
校

午
後
三
時
ま
で

七
月
一
一
日

西
会
津
町
役
場

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で

河
沼
郡
会
津
坂

同

会
津
坂
下
町
役
場

下
町

午
後
二
時
か
ら

東
分
庁
舎

午
後
四
時
ま
で

七
月
一
二
日

同

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

午
前
一
二
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

右
に
掲
げ
る
町

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右

七
月
一
三
日
か
ら
八
月
一

福
島
県
計
量
検
定

村

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た

〇
日
ま
で
（
火
曜
日
、
木

所

も
の

曜
日
、
土
曜
日
、
日
曜
日

及
び
祝
日
を
除
く
。
）

午
前
九
時
か
ら

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で午
後
一
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

二

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検

査

区

域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

査

の

期

日

耶
麻
郡
西
会
津
町
、
河

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り

一
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
二

沼
郡
会
津
坂
下
町
、
同

一
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

郡
柳
津
町
、
大
沼
郡
三

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

島
町
、
同
郡
金
山
町
、

同
郡
昭
和
村
及
び
同
郡

会
津
美
里
町

（
計
量
検
定
所
）

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

相
馬
市
山
上
字
縄
谷
一
四
六
の
一
か
ら
一
四
六
の
三
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。
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平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一
１

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
波
倉
字
原
一
〇
九
の
五
（
国
有
林
）

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

潮
害
の
防
備

３

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

二
１

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
波
倉
字
原
一
〇
九
の
五
（
国
有
林
）

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

３

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
会
津
郡
南
会
津
町
湯
ノ
花
字
真
葛
ヶ
原
庚
一
三
六
の
三
か
ら
庚
一
三
六
の
八
ま
で
、
庚
一
三
六

の
三
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
南
会
津
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
会
津
郡
南
会
津
町
熨
斗
戸
字
塩
沢
二
一
七
〇
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養
か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
南
会
津
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
鮫
川
村
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

蛭
田
春
吉

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第

三
百
二
十
二
号
）
に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ



平成30年５月25日 金曜日 福 島 県 報 第3005号295

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
猪
苗
代
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
長
瀬
地
区

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第

三
百
二
十
五
号
）
に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
猪
苗
代
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

渡
部
正
弥

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
長
瀬
地
区
財
産
區

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第

三
百
二
十
六
号
）
に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
猪
苗
代
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

耶
麻
郡
長
瀬
村

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
長
瀬
地
区
財
産
区

保
証
責
任
長
瀬
信
用
購
買
販
買
利
用
組

合

秋
山
半
次
郎

山
川
初
江

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第

三
百
二
十
七
号
）
に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
猪
苗
代
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
長
瀬
地
区
財
産
区

酒
井
平
七

酒
井
平
七

鈴
木
幸
壽
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通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第

三
百
二
十
八
号
）
に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百

八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
喜
多
方
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の

内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

小
林
仁
吉

小
林
一
広

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号
）

に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百

八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
喜
多
方
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の

内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

岩
崎
小
八

山
﨑
國
美

渡
部
喜
代
三
郎

渡
部
藤
夫

五
十
嵐
四
郎

五
十
嵐
四
郎

吉
田
久

弥

山
崎
喜
江
美

山
崎
國
美

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号
）

に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変

更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る

た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
南
会
津
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し

た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

星
詔

星
次
男

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第
百
四
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）
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県
道
小
塙

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
北
田

変
更
前

Ａ

五
・
八
〜

二
、
二
一
六
・
〇

上
郡
山
線

字
細
内
七
八
番
一
地
先
か

一
二
・
〇

ら

Ｂ

一
二
・
〇
〜

二
、
一
一
六
・
三

同

郡
同

町
大
字
井
出

一
二
二
・
〇

字
浄
光
東
二
七
番
三
六
地

先
ま
で

変
更
後

Ａ

五
・
八
〜

二
、
二
一
六
・
〇

一
二
・
〇

Ｂ

一
二
・
〇
〜

二
、
一
一
六
・
三

一
二
二
・
〇

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
小
塙
上
郡
山
線

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
北
田
字
下
山
根
一

平
成
三
〇
年
五
月
二
五
日

七
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
井
出
字
木
屋
四
五

番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
す
る
件
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

表

双
葉
浪
江
海
岸
郡
山
中
野
地
区
海
岸
の
項
区
域
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

15一

基
点
及
び
補
助
点
の
位
置
（
公
共
座
標
第
Ⅸ
座
標
系
）

基
点
１

Ｘ
一
六
二
三
七
七
・
三
二
五

Ｙ
一
〇
六
四
〇
七
・
八
一
三
の
点

基
点
２

Ｘ
一
六
二
三
七
九
・
五
一
四

Ｙ
一
〇
六
四
一
八
・
三
七
二
の
点

基
点
３

Ｘ
一
六
二
三
七
八
・
九
三
一

Ｙ
一
〇
六
四
二
二
・
一
二
〇
の
点

基
点
４

Ｘ
一
六
二
三
七
六
・
〇
二
六

Ｙ
一
〇
六
四
二
四
・
五
六
〇
の
点

基
点
５

Ｘ
一
六
二
三
五
〇
・
〇
一
四

Ｙ
一
〇
六
四
三
三
・
七
五
二
の
点

基
点
６

Ｘ
一
六
二
二
七
五
・
六
九
九

Ｙ
一
〇
六
四
六
〇
・
〇
一
一
の
点

基
点
７

Ｘ
一
六
二
二
四
七
・
八
〇
一

Ｙ
一
〇
六
四
六
九
・
九
九
五
の
点

基
点
８

Ｘ
一
六
二
二
四
三
・
二
五
七

Ｙ
一
〇
六
四
七
一
・
五
三
一
の
点

基
点
９

Ｘ
一
六
二
二
三
八
・
六
八
二

Ｙ
一
〇
六
四
七
二
・
九
〇
〇
の
点

基
点

Ｘ
一
六
二
二
三
四
・
〇
三
六

Ｙ
一
〇
六
四
七
四
・
一
一
二
の
点

10

基
点

Ｘ
一
六
二
二
三
〇
・
二
四
二

Ｙ
一
〇
六
四
七
四
・
九
七
三
の
点

11

基
点

Ｘ
一
六
二
二
二
六
・
四
四
〇

Ｙ
一
〇
六
四
七
五
・
七
二
二
の
点

12

基
点

Ｘ
一
六
二
二
二
三
・
二
〇
一

Ｙ
一
〇
六
四
七
六
・
二
七
一
の
点

13

基
点

Ｘ
一
六
二
二
一
九
・
九
一
一

Ｙ
一
〇
六
四
七
六
・
七
四
七
の
点

14

基
点

Ｘ
一
六
二
一
五
五
・
八
三
七

Ｙ
一
〇
六
四
八
五
・
二
一
二
の
点

15

基
点

Ｘ
一
六
二
一
五
〇
・
一
八
一

Ｙ
一
〇
六
四
八
五
・
八
三
九
の
点

16

基
点

Ｘ
一
六
二
一
四
四
・
五
〇
五

Ｙ
一
〇
六
四
八
六
・
二
二
七
の
点

17

基
点

Ｘ
一
六
二
一
三
八
・
二
九
四

Ｙ
一
〇
六
四
八
六
・
三
七
九
の
点

18

基
点

Ｘ
一
六
二
一
三
二
・
〇
八
三

Ｙ
一
〇
六
四
八
六
・
二
四
五
の
点

19

基
点

Ｘ
一
六
二
一
三
〇
・
四
一
一

Ｙ
一
〇
六
四
八
六
・
一
七
〇
の
点

20

基
点

Ｘ
一
六
二
〇
九
〇
・
二
七
五

Ｙ
一
〇
六
四
八
四
・
三
八
四
の
点

21

基
点

Ｘ
一
六
二
〇
七
二
・
四
〇
三

Ｙ
一
〇
六
四
八
七
・
二
六
〇
の
点

22

基
点

Ｘ
一
六
二
〇
七
〇
・
二
七
三

Ｙ
一
〇
六
四
九
〇
・
二
〇
六
の
点

23

基
点

Ｘ
一
六
二
〇
六
〇
・
二
九
七

Ｙ
一
〇
六
四
九
一
・
八
四
一
の
点

24

基
点

Ｘ
一
六
一
九
九
三
・
〇
四
八

Ｙ
一
〇
六
五
一
六
・
五
五
八
の
点

25

基
点

Ｘ
一
六
一
九
九
〇
・
九
九
七

Ｙ
一
〇
六
五
一
三
・
〇
八
二
の
点

26

基
点

Ｘ
一
六
一
九
五
一
・
五
三
三

Ｙ
一
〇
六
五
二
七
・
九
三
五
の
点

27

基
点

Ｘ
一
六
一
九
四
六
・
〇
六
一

Ｙ
一
〇
六
五
三
四
・
一
三
四
の
点

28

基
点

Ｘ
一
六
一
九
四
二
・
二
三
四

Ｙ
一
〇
六
五
三
五
・
四
一
一
の
点

29

基
点

Ｘ
一
六
一
八
四
七
・
二
一
二

Ｙ
一
〇
六
五
二
〇
・
〇
〇
八
の
点

30

基
点

Ｘ
一
六
一
六
五
一
・
三
七
三

Ｙ
一
〇
六
五
〇
三
・
五
七
八
の
点

31

補
助
点
１

Ｘ
一
六
一
六
五
八
・
〇
九
七

Ｙ
一
〇
六
五
二
一
・
八
五
九
の
点

補
助
点
２

Ｘ
一
六
一
六
七
〇
・
三
八
七

Ｙ
一
〇
六
八
三
四
・
六
二
六
の
点

補
助
点
３

Ｘ
一
六
一
八
二
〇
・
一
〇
七

Ｙ
一
〇
六
八
四
三
・
七
八
九
の
点

補
助
点
４

Ｘ
一
六
二
〇
〇
九
・
九
九
九

Ｙ
一
〇
六
八
一
五
・
四
一
八
の
点

補
助
点
５

Ｘ
一
六
二
四
四
六
・
〇
六
七

Ｙ
一
〇
六
七
二
六
・
七
一
九
の
点

補
助
点
６

Ｘ
一
六
二
四
一
二
・
一
六
五

Ｙ
一
〇
六
四
〇
〇
・
五
九
〇
の
点

二

区
域

郡
山
中
野
地
区
海
岸
基
点
１
、
基
点
２
、
基
点
３
、
基
点
４
、
基
点
５
、
基
点
６
、
基
点
７
、

基
点
８
、
基
点
９
、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、

10

11

12

13

14

15

16

基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
基
点

、
補
助
点
１
、
補
助
点
２
、
補

26

27

28

29

30

31

助
点
３
、
補
助
点
４
、
補
助
点
５
及
び
補
助
点
６
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
並
び
に
補
助
点

６
と
基
点
１
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
（
保
安
林
を
除
く
。
）（

河
川
計
画
課
）

公

告

公
告
第
百
十
号

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三

十
年
度
調
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

試
験
期
日

平
成
三
十
年
八
月
二
十
八
日
（
火
）
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

二

試
験
場
所

郡
山
市
南
二
丁
目
五
十
二
番
地

福
島
県
産
業
交
流
館
（
ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま
）

三

受
付
期
間
等

受
験
希
望
者
は
、
平
成
三
十
年
六
月
二
十
五
日
（
月
）
か
ら
同
年
七
月
六
日
（
金
）
ま
で
（
土
曜

日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
）
に
所
轄
の
福
島
県
保
健
福
祉
事
務
所
、
福
島
市
保
健
所
、
郡
山
市
保
健

所
又
は
い
わ
き
市
保
健
所
に
申
し
込
む
こ
と
。

四

受
験
手
数
料

受
験
手
数
料
は
、
六
千
三
百
円
と
し
、
相
当
金
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
っ
て
納

入
す
る
こ
と
（
消
印
は
し
な
い
こ
と
。
）
。

五

そ
の
他

試
験
の
詳
細
は
、
最
寄
り
の
福
島
県
保
健
福
祉
事
務
所
、
福
島
市
保
健
所
、
郡
山
市
保
健
所
、
い

わ
き
市
保
健
所
又
は
福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
食
品
生
活
衛
生
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

公
告
第
百
十
一
号

製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十

年
度
製
菓
衛
生
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

試
験
期
日

平
成
三
十
年
八
月
二
十
八
日
（
火
）
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

二

試
験
場
所

郡
山
市
南
二
丁
目
五
十
二
番
地

福
島
県
産
業
交
流
館
（
ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま
）

三

受
付
期
間
等

受
験
希
望
者
は
、
平
成
三
十
年
六
月
二
十
五
日
（
月
）
か
ら
同
年
七
月
六
日
（
金
）
ま
で
（
土
曜

日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
）
に
所
轄
の
福
島
県
保
健
福
祉
事
務
所
、
福
島
市
保
健
所
、
郡
山
市
保
健

所
又
は
い
わ
き
市
保
健
所
に
申
し
込
む
こ
と
。

四

受
験
手
数
料

受
験
手
数
料
は
、
九
千
四
百
円
と
し
、
相
当
金
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
っ
て
納

入
す
る
こ
と
（
消
印
は
し
な
い
こ
と
。
）
。

五

そ
の
他

試
験
の
詳
細
は
、
最
寄
り
の
福
島
県
保
健
福
祉
事
務
所
、
福
島
市
保
健
所
、
郡
山
市
保
健
所
、
い

わ
き
市
保
健
所
又
は
福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
食
品
生
活
衛
生
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）


